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ID: 1932
担当部署: 都市整備課

処分の概要

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査(第87条の2第1項において市

町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第18条の適

用)

法 令 名

根 拠 条 項
都市再生特別措置法 第87条の2第1項

法 令 番 号 平成14年法律第22号

【基準】

適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定による。

(中間検査)

第18条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で

定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「特定工

程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主

務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しな

ければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第13条第1項の規定に適合

していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査

合格証を第12条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。

3 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該

特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。

4 都道府県は、第1項の検査について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するために

必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の

規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程(当該特定工程後の前項に規定

する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。

5 都道府県知事は、第1項の検査において第13条第1項の規定に適合することを認められた特

定工程に係る工事については、前条第1項の検査において当該工事に係る部分の検査をする

ことを要しない。

標準処理期間 30日
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